
令和８年１月作成 

＜＜栃栃木木県県版版＞＞  

初めて届出する診療所向け 
 

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）届出方法について 
 

 次の １.準備 →２.作成 →３.届出 の手順で届出ください。 
 

    １１．．準準備備  

    厚生労働省特設ホームページからエクセルをダウンロードする。 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/ 

     seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html 

 
 

 
 

 

ここからエクセルを 

ダウンロードして入手 

「ベースアップ評価料Ⅰ専用届出様式」 
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    ２２．．作作成成  

   エクセルの３つのシートを作成する。 

   ① 別 添 シー ト：医療機関の情報を入力する。 

   ② 計画書シート：賃金改善の計画を確認する。 

   ③ 届出書シート：届出内容を確認する。 
 

① 別 添 シー ト 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ② 計画書シート     ③ 届出書シート 

 

  

入力内容のイメージは次のページ 
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  ① 別 添 シー ト：医療機関の基本情報を入力します。 

 

  

入力内容のイメージ 

【メモ】 

 令令和和８８年年２２月月中中にに届届出出すするる場場合合  

 算定開始する月、算定を終了する月は 

 いずれも令和８年３月と入力 
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【メモ】 

 令令和和８８年年２２月月中中にに届届出出すするる場場合合  

 令和８年１月の実績を確認して入力

【メモ】 

 令令和和８８年年２２月月中中にに届届出出すするる場場合合  

 賃金改善を開始する月、賃金改善を終

了する月いずれも令和８年３月と入力 

【例】 

 ⑮の賃金改善見込み額には、 

 ⑫算定金額の見込み額（16,000円）を 

  1.165で割って小数点以下を切り上げた額を入力すると、 

  法定福利費の事業主負担分が持ち出しにならない計算になる。 
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  ② 計画書シート：賃金改善の計画を確認する。 

 

 

 

  

【メモ】 

 ① 別添シートの情報が自動で反映されるので確認するのみ 

※項目の入力はありません 
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  ③ 届出書シート：最終的な届出内容を確認する。 

 

 

 

 

 

 

  

【メモ】 

 ① 別添シートの情報が自動で反映されるの確認して☑のみ入力 

※☑のみで項目の入力はありません 
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３．提出 

  エクセルを関東信越厚生局栃木事務所にメールで提出する。 

  ＜ベースアップ評価料提出専用メールアドレス＞ 

【提出先】bbaasseeuupp--hhyyoouukkaarryyoouu0099@@mmhhllww..ggoo..jjpp 

 

  エクセルのファイル名は、 

  「医療機関コード＋ベースアップ評価料届出」とする。 

【例】 0123456_ベースアップ評価料届出.xlsx 

 

  ※メールが使えないなどのやむを得ない事情がある場合の

み、書面での提出も認められます。 

 

※以上で、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）届出は完了です。 

 

 

 ～届出後にご注意ください～ 
 

●既に、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）を届出いる場合は、再提

出は不要です。ただし「計画書」「報告書」は毎年提出が必要です。 

 

●令和８年度分の「計画書」提出の期限について 

 令和８年６月末までに同様の手順で厚生局に提出する。 

 

●令和７年度分の「報告書」提出期限について 

 令和８年８月末までに厚生局に提出する。 

 具体的な方法については、同様に厚生労働省特設ページの 

「７．賃金改善実績報告書様式（医療機関用・訪問看護ステーション用）」を 

ご確認ください。 
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